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平成˜œ年 月˜—日 水曜日 (号外第™˜—号)官 報

Ｆ
は
、
別
表
第
七
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
別
対
象
原
子
力
発
電
施
設
等
の
前
々
会
計
年
度
に
お
け
る
稼
働
実
績
の
合
計

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
金
額
と
す
る
。

Ｇ
は
、
別
表
第
八
の
上
欄
に
掲
げ
る
長
期
対
象
原
子
力
発
電
施
設
等
の
前
々
会
計
年
度
に
お
け
る
稼
働
実
績
の
合
計

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
金
額
と
す
る
。

Ｈ
は
、
当
該
原
子
力
発
電
施
設
等
所
在
等
市
町
村
の
区
域
内
に
お
い
て
設
置
さ
れ
て
い
る
使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
施
設

毎
に
、
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
て
得
た
金
額
の
合
計
額
と
す
る
。

T
0 ×

400¶
000

T0
は
、
当
該
使
用
済
燃
料
中
間
貯
蔵
設
備
に
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
対
象
中
間
貯
蔵
使
用
済
燃
料
の
重
量
を
ト
ン
を
単

位
と
し
て
表
し
た
値
と
す
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
a1
＋
a2
＋
b1
＋
b2
＋
b3
＋
b4
＋
c1
＋
c2
＋
d1
＋
d2
」
を
「
a1
＋
a2
＋
b1
＋
b2
＋
b3
＋
b4
＋
c1
＋

c2
＋
d1
＋
d2
＋
e1
＋
e2
＋
f1
＋
f2
＋
g1
＋
g2
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

e1
は
、
別
表
第
六
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
原
子
力
発
電
施
設
等
所
在
等
市
町
村
の
区
域
内
に
お
い
て
設
置
さ
れ
て

い
る
複
数
立
地
対
象
原
子
力
発
電
施
設
等
の
前
々
会
計
年
度
に
お
け
る
稼
働
実
績
の
合
計
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
金
額
に
、
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
て
得
た
値
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
る
。

当
該
複
数
立
地
対
象
原
子
力
発
電
施
設
等
の
う
ち
当
該
原
子
力
発
電
施
設
等
所
在
等
市
町
村
に
係
る
部
分
の

予
定
建
設
費

当
該
複
数
立
地
対
象
原
子
力
発
電
施
設
等
の
予
定
建
設
費

e2
は
、
別
表
第
六
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
原
子
力
発
電
施
設
等
所
在
等
市
町
村
の
区
域
内
に
お
い
て
設
置
さ
れ
て

い
る
複
数
立
地
対
象
原
子
力
発
電
施
設
等
以
外
の
対
象
原
子
力
発
電
施
設
等
の
前
々
会
計
年
度
に
お
け
る
稼
働

実
績
の
合
計
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
金
額
と
す
る
。

様
式
第
三
十
中 「

３
変
更
の
内
容

変
更
に
係
る
入
出
力
装
置
番
号

変
更
事
項

変
更
前

変
更
後

」

を 「
３
変
更
の
内
容

変
更
に
係
る
電
子
計
算
機
番
号

変
更
事
項

変
更
前

変
更
後

」

に
改

め
、
同
様
式
の
備
考
１
か
ら
備
考
３
ま
で
の
規
定
中
「入

出
力
装
置

」
を
「電

子
計
算
機

」
に
改
め
る
。

様
式
第
三
十
二
の
備
考
３
中
「令

第
２
条
第
４
項

」
を
「第

21条
第
１
項

」
に
改
め
、
同
様
式
の
備
考
７
中
「令

第
２
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り

」
を
削
り
、
同
様
式
の
備
考
８
中
「令

第
２
条
第
４
項

」
を
「第

21条
第
１
項

」
に

改
め
る
。

（
特
許
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

特
許
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
十
三
の
備
考
５
中
「特

例
法
施
行
令
第
２
条
第
４
項

」
を
「特

例
法
施
行
規
則
第
21条
第
１
項

」
に
改
め

る
。

（
意
匠
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

意
匠
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
十
四
の
備
考
７
中
「特

例
法
施
行
令
第
２
条
第
４
項

」
を
「特

例
法
施
行
規
則
第
21条
第
１
項

」
に
改
め

る
。

（
商
標
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

商
標
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
十
五
の
二
の
備
考
８
中
「特

例
法
施
行
令
第
２
条
第
４
項

」
を
「特

例
法
施
行
規
則
第
21条
第
１
項

」
に

改
め
る
。

（
工
業
所
有
権
の
手
数
料
等
を
現
金
に
よ
り
納
付
す
る
場
合
に
お
け
る
手
続
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

工
業
所
有
権
の
手
数
料
等
を
現
金
に
よ
り
納
付
す
る
場
合
に
お
け
る
手
続
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成

八
年
通
商
産
業
省
令
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
年
政
令
第
二
百
五

十
八
号
。
以
下
「
特
例
法
施
行
令
」
と
い
う
。）第
一
条
第
四
十
三
号
か
ら
第
四
十
五
号
ま
で
」
を
「
工
業
所
有
権
に

関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
年
通
商
産
業
省
令
第
四
十
一
号
。
以
下
「
特
例
法
施
行

規
則
」
と
い
う
。）第
十
条
第
四
十
九
号
か
ら
第
五
十
一
号
ま
で
」
に
、「
特
例
法
施
行
令
第
一
条
第
四
十
三
号
か
ら
第

四
十
五
号
ま
で
」
を
「
特
例
法
施
行
規
則
第
十
条
第
四
十
九
号
か
ら
第
五
十
一
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
年
通
商
産
業
省
令
第
四
十
一
号
。
以

下
「
特
例
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。）」
を
「
特
例
法
施
行
規
則
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備

等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
八
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

〇
文
部
科
学
省

経
済
産
業
省
告
示
第
五
号

補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
及
び
補
助
金
等
に

係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並

び
に
同
法
及
び
同
令
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
長
期
発
展
対
策
交
付
金
交
付
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
十
日

文
部
科
学
大
臣

遠
山

敦
子

経
済
産
業
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

林

寛
子

原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
長
期
発
展
対
策
交
付
金
交
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

原
子
力
発
電
施
設
等
立
地
地
域
長
期
発
展
対
策
交
付
金
交
付
規
則
（
平
成
九
年
科
学
技
術
庁
・
通
商
産
業
省
告
示
第

十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
第
十
二
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
九
号
の
次

に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十

使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
施
設

発
電
用
施
設
周
辺
地
域
整
備
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
二
条
に

規
定
す
る
発
電
用
施
設
の
う
ち
、
発
電
用
施
設
周
辺
地
域
整
備
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
二
百
九
十
三

号
）
第
三
条
第
十
号
に
掲
げ
る
施
設
を
い
う
。

十
一

対
象
中
間
貯
蔵
使
用
済
燃
料

使
用
済
燃
料
の
貯
蔵
施
設
に
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
使
用
済
燃
料
で
あ
っ
て
、
基

準
日
に
お
い
て
貯
蔵
が
開
始
さ
れ
た
日
か
ら
三
年
を
経
過
し
て
当
該
施
設
に
現
に
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い

う
。

第
四
条
第
一
項
中
「
Ａ
＋
Ｂ
＋
Ｂ′
＋
Ｃ
＋
Ｄ
」
を
「
Ａ
＋
Ｂ
＋
Ｂ′
＋
Ｃ
＋
Ｄ
＋
Ｅ
＋
Ｆ
＋
Ｇ
＋
Ｈ
」
に
改
め
、
同
項

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

Ｅ
は
、
別
表
第
六
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
原
子
力
発
電
施
設
等
所
在
等
市
町
村
の
区
域
内
に
お
い
て
設
置
さ
れ
て
い

る
対
象
原
子
力
発
電
施
設
等
の
前
々
会
計
年
度
に
お
け
る
稼
働
実
績
（
原
子
力
発
電
施
設
（
機
構
が
設
置
す
る
も

の
を
除
く
。）に
あ
っ
て
は
発
電
電
力
量
、
機
構
が
設
置
す
る
原
子
力
発
電
施
設
及
び
発
電
用
施
設
周
辺
地
域
整
備

法
施
行
令
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
施
設
に
あ
っ
て
は
別
表
第
九
の
上
欄
に
掲
げ
る
原
子
力
発
電
施
設
等
の
種
類
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
を
メ
ガ
ワ
ッ
ト
時
を
単
位
と
し
て
表
し
た
発
電
電
力
量
を
い
う
。）の

合
計
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
別
表
第
六
の
下
欄
に
掲
げ
る
金
額
と
す
る
。
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